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    午後４時５８分開会 

○委員長（馬屋原眞一君） 只今より建設観光委員会を開会いたします。先程の本会

議におきまして、本委員会に付託されました議案１件につきまして、審査いたしま

すのでご協力をよろしくお願いいたします。それでは、これより審査を始めます。

議案第２６号平成２３年度美祢市一般会計補正予算（第７号）を議題といたしま

す。執行部から説明を求めます。西田農林課長。 

○建設経済部農林課長（西田良平君） それでは議案第２６号平成２３年度美祢市一

般会計補正予算（第７号）につきまして、補正予算資料に基づいて、説明のほうさ

せていただきます。まず歳出のほうからご説明いたします。資料の２６－１２、１

３ページをお開き下さい。１１款災害復旧費・１項農林施設災害復旧費につきまし

て、３，２１０万円の補正予算を計上しております。去る８月２０日から２４日に

かけまして、断続的な豪雨にみまわれまして、災害が発生したため補正するもので

ございます。雨量につきましては、雨量観測点であります大嶺大橋におきまして、

８月２３日、２４時間最大雨量が１３４mm、時間最大雨量が４２mmで、採択要件２

４時間雨量８０mm以上、時間雨量２０mm以上であることを満たしております。それ

では最初に、目１単独災害復旧費につきまして、００１説明欄にありますが、００

１現年発生災害復旧費として、９２６万円の増額補正を計上しております。まず災

害復旧工事で、５２０万円を計上しております。資料のほうお配りしてると思いま

すが、Ａ３の位置図の左肩の上に農地・農業用施設公共災害位置図、それから林道

裏山崩土取り除きというほうから、先に説明をいたします。左肩に示してあると思

いますが。内容につきまして、美東町、秋芳町、豊田前町で林道の路肩、これの崩

落の林道災害４件、それから伊佐町、東厚保町、於福町で民家の裏山の崩土、これ

が３件、合計７件分の工事費というふうになります。只今の説明が今の林道と裏山

になります。 

  続きまして、少額災害復旧工事補助金として、４０６万円を計上しております。

この補助金なんですが、この補助金の制度につきましては、農地災害及び農業用施

設災害におきまして、受益者が業者へ依頼し工事を起こします。これに対しまし

て、農地であれば５０％、農業用施設であれば７０％を市が補助する制度でござい

ます。こちらのほうの位置につきましては２枚目になります。左肩に農地・農業用

施設単独災害位置図と示したものがあると思います。こちらのほうになります。こ
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の被災内容につきまして、まず田畑の農地畦畔の崩落など農地災害が１０件ござい

ました。それから水路への土砂流入、それから水路護岸の崩壊、こういった農業用

施設災害が１５件、合わせまして２５件でございます。主な被災箇所につきまして

は、位置図に示しておりますとおり、東西厚保町で１６箇所、ついで伊佐町７箇

所、大嶺町１箇所、秋芳町１箇所というふうになっております。  

  続きまして、目２補助災害復旧費、説明欄の００１現年発生災害復旧費といたし

まして、２，２８４万円の増額補正を計上しております。まず最下段に示しており

ます災害復旧工事といたしまして、１，６００万円を計上しております。こちらの

ほう図面がまた戻りまして、左肩の農地・農業用災害公共災害位置図のほうに位置

を示しております。こちらのほうにつきましては、田畑の農地畦畔の崩落など農地

災害が７件、被災箇所につきましては、西厚保町４件、あと東厚保町、伊佐町、豊

田前町で各１件ずつでございます。農業用水路の護岸の崩壊など農業用施設災害が

５件、この施設災害の箇所につきましては、西厚保町で４件、秋芳町で１件という

ふうになっております。いずれにいたしましても、この豪雨につきましては、やは

り東西厚保を中心に被害が多かったものとなっております。あと予算資料のほうに

戻りまして、委託料でございますが、委託料といたしまして、災害復旧に係る測量

設計、これの委託料６３０万円、それから補助率の嵩上げのための増嵩申請のため

の資料等の作成委託料、こちらのほうが３０万円、その他需用費として２４万円、

合わせまして、合計２，２８４万円を計上しております。以上でございます。 

○委員長（馬屋原眞一君） 前野建設課長。 

○建設経済部建設課長（前野兼治君） 続きまして、土木関係の補正について説明を

いたします。同じページでございます。先程、西田農林課長から説明のありました

ように、豪雨による災害が発生したための補正でございます。雨量及び採択要件に

つきましては、農林と同様でございます。それでは資料に基づきまして説明をいた

します。１１款災害復旧費・２項土木施設災害復旧費につきまして、１億７，８８

４万５，０００円の増額補正を計上をしております。まず最初に１目単独災害復旧

費につきまして、００１現年発生災害復旧費の工事費といたしまして、２，４１０

万円を増額補正するものでございます。内容につきましては、道路災害が秋芳地区

において１件、美祢地区、主に西厚保ですけども、において４件、合計５件分でご

ざいます。河川災害が美祢地域において２件と、応急工事としては、土砂の災害が
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７件、路面の補修が６件、そのほか支障木等の伐採処理等が２０件の工事費となり

ます。応急につきましては、いずれも美祢地域でございます。位置図につきまして

は、Ａ３で対象箇所位置図の２枚目に単災という形で挙げております。これが単独

災害の位置図でございます。続きまして、２目補助災害復旧費につきまして、００

１現年災害復旧費の測量設計委託料といたしまして、１，０７４万５，０００円

と、工事費として、１億４，４００万円を増額補正するものでございます。内容に

つきましては、道路災害が美祢地域、場所につきましては、伊佐・東厚保・西厚保

の４件と河川災害が美東地域おいて１件と、美祢地域、大嶺・東厚保・西厚保にな

りますけども、これが１１件、合計１２件分の工事費であります。被災の状況は、

河川については、護岸の被災、あるいは道路については、道路法面の被災がほとん

どであります。位置図につきましては、１枚目に公共災として位置図を付けており

ます。歳出につきましては以上でございます。 

○委員長（馬屋原眞一君） 西田農林課長。 

○建設経済部農林課長（西田良平君） 続きまして、歳入についてご説明のほういた

します。資料の２６－８ページ、９ページをお開き下さい。２段目の１２款分担金

及び負担金・１項分担金・３目災害復旧費分担金分担金、農林施設災害復旧事業分

担金につきまして、１６０万円を増額補正するものです。これは、地元の分担金

で、歳出でご説明いたしました補助災害復旧のための工事費１，６００万円の１

０％としております。こののち査定を受けまして、事業費が確定し、そして増嵩申

請を行い、国庫補助率が確定をいたします。当然激甚災害ではございませんが、地

元分担金率が１０％を超えることはないというふうに思われます。続きまして下か

ら２段目になります。１５款県支出金・２項県補助金・１０目災害復旧費県補助

金、農林施設災害復旧事業補助金につきまして、９６０円増額補正するものでござ

います。こちらにつきましては、工事費１，６００万円の６０％としております

が、同じくこれより査定等を受けまして、国庫補助率が確定をいたします。続きま

して、最下段でございます。２１款市債・１項市債・７目災害復旧債、農林施設補

助災害復旧事業債を４８０万円計上しております。先程からの説明の工事費１，６

００万円のうち、分担金、それから県支出金あわせまして１，１２０万円、これを

差し引いた額４８０万円を充当いたします。以上です。 

○委員長（馬屋原眞一君） はい、前野建設課長。 
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○建設経済部建設課長（前野兼治君） 同ページでございます。上から３段目でござ

います。１４款国庫支出金・１項国庫負担金・２目災害復旧費国庫負担金、公共土

木施設災害復旧事業費負担金につきまして、９，６００万円補正するものでござい

ます。これは先程説明しました工事費に対する補助率は、国の補助は６６．７％に

なっております。続きまして、次のページの２６－１０、２６－１１ページをお開

き下さい。２１款市債・１項市債・７目災害復旧債、土木施設補助災害復旧事業債

を４，８００万円と、土木施設単独災害復旧事業債といたしまして、６００万円を

計上しております。補助災害につきましては、先程説明しました工事費１億４，４

００万円のうち、国庫負担金の９，６００万円を差し引いた額の４，８００万円を

充当いたします。単独災害につきましては、工事費２，４１０万円のうち、６００

万円を充当するものでございます。以上でございます。 

○委員長（馬屋原眞一君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。河村委員。 

○委員（河村 淳君） 農地の災害で増嵩申請をしたと言うたいね今。増嵩申請補助

率、地元が１０％になったと言やへんやったかいな。と聞こえたんじゃが、あとは

皆へたら、国と県とで皆補助が入ったということかね。入るということかね。以

上。 

○委員長（馬屋原眞一君） 西田農林課長。 

○建設経済部農林課長（西田良平君） 只今の質問にお答えいたします。これより補

正がとおりまして、これより査定をまず受ける。そして事業費が確定いたしました

ら、その後に増嵩申請を行うということになります。ですから、今の地元分担金の

１０％というのは、あくまで想定の部分ということになります。これから増嵩申請

を行いまして、国庫補助率が確定しましたら、その残りの部分につきまして、市と

地元で分担するという形になりますので、予算的には１０％、そして国の補助金と

しましては６０％ということで、補正予算では計上させていただいております。 

○委員長（馬屋原眞一君） 河村委員。 

○委員（河村 淳君） 今、だいたい想定で１０％で組んじょるということじゃが、

１６０万、それはええんじゃが、農業施設とじゃね農地とは補助率が違うはずじゃ

あね。そりゃあくまでも１０％というのは、国の補助率が決まらんから一応、カク

ロとして１０％というのを挙げちょるんじゃろか。 
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○委員長（馬屋原眞一君） はい、西田農林課長。 

○建設経済部農林課長（西田良平君） 只今のご質問ですが、おっしゃるとおりで、

国庫補助率が確定をまだしておりません。その関係で、１０％の地元分担率と６

０％という国庫補助分を計上をしております。補助率につきまして、農地と農業用

施設、これは違いがございまして、それを個別にするのではなく、あくまで今では

この段階では、増嵩申請等を行っておりませんので、仮に６０％という形で国庫補

助を計上してるということになります。 

○委員長（馬屋原眞一君） はい、岩本委員。 

○委員（岩本明央君） ３点ほどお尋ねをいたします。雨による災害ですので、例え

ば林道なんか、あまり行かないような所をですね、あとから発見してあそこはなん

とひどいなと破れちょるのという場合の対応は、どのようにしたらいいかというこ

とが１件です。それから２件目はですね、きょう補正されました両方合わせたら２

億１，０００万の事業ですが、要は出納閉鎖２４年の５月ぐらいまでには完工でき

そうかどうかということ。これはあとで繰越明許費にかかってきますけど、その辺

の見通しをお尋ねいたします。それが２点ですね。３点目はですね、先程資料を頂

きました２６－５、それから２６－１２、その中の市債の５，８８０万。これは２

６－５ですね。また同じように詳しく書いてあるんですが、２６－１２の上のほう

の４８０万と下のほうの５，４００万、合計５，８８０万ですが、これはあくまで

市債であって、地方交付税か何かでみてもらえるとかいうのはないんですか。その

３点です。 

○委員長（馬屋原眞一君） はい、秋枝建設経済部次長。 

○建設経済部次長（秋枝秀稔君） 林道の災害の件でございますが、後日分かるとこ

ういう状態、やはりあります。ありますから、分かり次第お知らせいただくという

ことで、災害復旧で対応できればとこういうことで伺いたいと思います。 

○委員長（馬屋原眞一君） はい、伊藤建設経済部長。 

○建設経済部長（伊藤康文君） ２点目の今回補正が成立したのちいつまでできるか

ということで、一応土木施設については３ヶ年でございますが、一応２ヶ年目安

で、２３年度中の完全復旧は難しいというふうに考えてます。農林につきまして

も、受益者等、工事に入れる関係等がございますので、目標本年度中ですが、調整

により２ヶ年になり過年ということでございます。それと、３点目の市長のこの補
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正の説明の中にございましたが、一般財源として地方交付税を充ててるということ

で、充当してるということで説明があったと思います。一般財源のほうですね。地

方債については対象としてこれを入れてるということで、のちに交付税措置される

とかいうことは、こちらの原課のほうでは分かりません。以上ですが。 

○委員長（馬屋原眞一君） はい、岩本委員。 

○委員（岩本明央君） 分かりました。最初の林道なんかの場合にあとから分かった

場合には、それなりの同じような条件で補助も率も変わらんし、やって頂けるとい

うことで理解してよろしいでしょうか。 

○委員長（馬屋原眞一君） 秋枝建設経済部次長。 

○建設経済部次長（秋枝秀稔君） 先程申しましたとおり、林道はなかなか人が入ら

んということで、後日分かる状態が結構あると思います。その時点でまた地元の方

と協議もするし、できる限りの対応はできるかというふうに思っております。以上

です。 

○委員長（馬屋原眞一君） はい、田邉委員。 

○委員（田邉諄祐君） 林道についてですけどね、他人と共有する正式な林道でなく

ても採用されるのかどうか、その辺をお聞きしたいんですけど。要するに簡易道路

ですね、簡易林道というか。 

○委員長（馬屋原眞一君） はい、西田農林課長。 

○建設経済部農林課長（西田良平君） 災害復旧につきましては、原則として林道台

帳に計上されてる林道というふうに考えております。 

○委員長（馬屋原眞一君） ほかに何かありましたら。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（馬屋原眞一君） それでは質疑を打ち切ります。それでは本案に対するご

意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（馬屋原眞一君） それでは、これより議案第２６号平成２３年度美祢市一

般会計補正予算（第７号）を採決いたします。 

  本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（馬屋原眞一君） 全員異議なしと認めます。よって議案第２６号は原案の
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とおり可決されました。 

以上もちまして、本日の本会議で本委員会に付託されました議案１件につきまし

ての審査を終了いたしました。これにて本委員会を閉会いたします。ご審査・ご協

力誠にありがとうございました。お疲れ様でございました。 

    午後５時２３分閉会 
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